
催
し
・
講
座
・
募
集

く
ら
し
・
相
談

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

文
化
施
設

掲
示
板

自
立
支
援
医
療
費
（
更
生
医
療
）

　

身
体
障
が
い
者
の
自
立
と
、
社
会
経
済

活
動
へ
の
参
加
促
進
を
図
る
た
め
、
障
が

い
の
除
去
ま
た
は
軽
減
に
必
要
な
医
療
費

の
一
部
を
公
費
で
負
担
し
ま
す
。

対 

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
18
歳
以
上
の
人

申 

請
に
必
要
な
も
の　

医
師
の
意
見
書

（
指
定
様
式
）、
身
体
障
害
者
手
帳
、
保

険
証
、
申
請
書
な
ど

自
立
支
援
医
療
費
（
育
成
医
療
）

　

身
体
障
が
い
児
な
ど
の
日
常
生
活
能
力

の
回
復
向
上
を
図
る
た
め
、
手
術
な
ど
の

治
療
に
よ
っ
て
確
実
に
効
果
が
期
待
で
き

る
も
の
に
対
し
て
、
障
が
い
の
除
去
ま
た

は
軽
減
に
必
要
な
医
療
費
の
一
部
を
公
費

で
負
担
し
ま
す
。

対 

身
体
に
障
が
い
が
あ
る
か
、
現
存
す
る

疾
患
を
放
置
す
る
と
将
来
障
が
い
を
残

す
と
認
め
ら
れ
る
18
歳
未
満
の
児
童

申 

請
に
必
要
な
も
の　

医
師
の
意
見
書

（
指
定
様
式
）、
保
険
証
、
申
請
書
な
ど

自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）

　

精
神
障
が
い
の
た
め
、
医
療
機
関
に
通

院
し
て
い
る
人
に
、
医
療
費
の
一
部
を
公

費
で
負
担
し
ま
す
。

対 

通
院
に
よ
る
治
療
が
継
続
的
に
必
要
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
人

申 

請
に
必
要
な
も
の　

医
師
の
診
断
書

（
指
定
様
式
）、
保
険
証
、
申
請
書
な
ど

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
（
県

障
）

　

医
療
機
関
で
支
払
う
自
己
負
担
分
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

対
 

 

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
～
３
級
、
療
育

手
帳
Ａ
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
（
所
得

制
限
が
あ
り
ま
す
）

申 

請
に
必
要
な
も
の　

交
付
を
受
け
て
い

る
手
帳
・
保
険
証
な
ど

精
神
障
が
い
者
へ
の
入
院
医
療
費
助
成

　

精
神
疾
患
に
よ
り
入
院
し
て
医
療
費
を

支
払
っ
た
人
に
、
医
療
費
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

対 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人
、
精
神
疾
患
を
支
給
事

由
と
す
る
障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る

人
※
次
に
該
当
す
る
人
は
対
象
外

 

・  

生
活
保
護
世
帯
の
人

 

・  

一
定
の
所
得
額
を
超
え
る
世
帯
の
人

 

・  

県
障
の
受
給
者
の
う
ち
、
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

申 

請
に
必
要
な
も
の　

保
険
証
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
年
金
証
書

　

現
在
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
お
持

ち
で
、
引
き
続
き
必
要
な
人
は
、
８
月
中

に
更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

必 

要
な
も
の　

保
険
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
わ
か
る
も
の
、
申
請
に
来
る
人
の
本

人
確
認
書
類

申 

請
先　

市
民
課 

国
保
年
金
係
、
大
和
・

塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

か
か
り
つ
け
医
・
か
か
り
つ
け
薬
局
を
持

ち
ま
し
ょ
う

　

か
か
り
つ
け
医
は
、
病
歴
や
体
質
の
把

握
が
で
き
る
た
め
、
よ
り
効
果
の
高
い
治

療
が
で
き
ま
す
。
健
康
管
理
全
般
の
ア
ド

バ
イ
ス
も
し
て
く
れ
る
の
で
、
日
ご
ろ
か

ら
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

薬
局
も
か
か
り
つ
け
を
決
め
て
お
く
と
、

薬
の
飲
み
方
な
ど
、
適
切
な
指
導
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

重
複
受
診
は
や
め
ま
し
ょ
う

　

同
じ
病
気
で
複
数
の
医
療
機
関
を
受
診

す
る
と
、
検
査
・
処
置
・
投
薬
な
ど
を
や

り
直
す
た
め
、
余
分
に
医
療
費
や
時
間
が

か
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
投
薬
の
重
複
で
副
作
用
が
現
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。気
に
な
る
こ
と
は
、

か
か
り
つ
け
医
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

年
に
一
度
は
健
康
診
断
を
受
け
、
病
気
の

早
期
発
見
・
早
期
治
療
を
心
が
け
ま
し
ょ

う
　

健
康
診
断
を
受
け
る
こ
と
で
病
気
を
早

期
に
発
見
し
、
早
期
治
療
や
医
療
費
の
削

減
に
つ
な
が
り
ま
す
。
住
民
健
診
や
人
間

ド
ッ
ク
を
毎
年
受
け
ま
し
ょ
う
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
し
ま
し
ょ

う
　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発
医
薬
品
）

は
、
新
薬
（
先
発
医
薬
品
）
と
同
一
の
有

効
成
分
を
含
み
、
効
き
目
や
安
全
性
が
同

等
で
あ
る
と
国
か
ら
認
め
ら
れ
た
安
価
な

薬
で
す
。
処
方
の
希
望
を
医
師
・
薬
局
に

伝
え
や
す
い
よ
う
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
希
望
シ
ー
ル
」
を
保
険
証
更
新
時
に
同

封
し
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
推

進
の
た
め
、
一
定

の
条
件
を
満
た
し

た
人
に
、
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
差

額
通
知
を
年
３
回

（
７
月
・
11
月
・

３
月
）
通
知
し
て

い
ま
す
。

問
・
申 

福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

☎
７
７
３
・
６
６
６
７

Ｆ
７
７
３
・
６
７
２
３

障
が
い
者
の
た
め
の
医
療
費
助
成
制
度

問
・ 

申 

市
民
課 

国
保
年
金
係

　

☎
７
７
３
・
６
６
６
１

国
民
健
康
保
険
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

更
新
手
続
き
は
８
月
２
日
㈪
か
ら
受
付

問
・ 

申 

市
民
課 

国
保
年
金
係

　

☎
７
７
３
・
６
６
６
１

上
手
な
医
療
の
か
か
り
方

医師・薬剤師の方へ

ジェネリック医薬品を
希望します。
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